
別添１ 

令和８年度（２０２６年度） 

市町村へのデジタル人材派遣等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務名称 

令和８年度（２０２６年度）市町村へのデジタル人材派遣等業務委託  

 

２ 委託業務の概要 

(１) 内容  

別添２「令和８年度（２０２６年度）市町村へのデジタル人材派遣等業務委託仕

様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

(２) 委託期間  

     契約締結の日から令和９年（２０２７年）３月３１日（水）まで 

 (３) 委託限度額 

    １３，８４８千円（消費税及び地方消費税額を含む） 

※この金額は、提案に当たっての目安（上限）を示すものであり、契約時の予定

価格を示すものではありません。 

  

３ スケジュール 

内容 日程・期限 

（１）公募開始 令和８年（2026 年）５月１９日（火） 

（２）質問期限 令和８年（2026 年）５月２６日（火）正午必着 

（３）質問回答 令和８年（2026 年）５月２９日（金）予定 

（４）参加表明期限 令和８年（2026 年）６月 ２日（火）正午必着 

（５）企画提案書の提出期限 令和８年（2026 年）６月 ９日（火）正午必着 

（６）最終審査（書類審査） 令和８年（2026 年）６月１１日（木）予定 

（７）最終審査結果通知 令和８年（2026 年）６月１２日（金）予定 

（８）契約 令和８年（2026 年）６月下旬予定 

 

４ 参加資格  

   次に掲げる条件の全てを満たす者とする。  

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

(２) 次のいずれにも該当しない者であること。  

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生

手続開始の申立をした者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立をさ

れた者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生

手続開始の申立をした者又は同条第２項の規定による更正手続開始の申立をさ

れた者 

ウ 国又は地方公共団体による指名停止処分の期間中である者 

(３) 消費税及び地方消費税並びに都道府県税において未納がない者であること。  

(４) 宗教活動や政治活動を活動目的としていないこと。 



 (５) 当該法人の役員が、次の各号のいずれにも該当する者でなく、かつ、次のイ及び

ウに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７

７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ  暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

エ 当該法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者 

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

５ 応募手続き 

(１) 質問 

実施要領や仕様書等について質問がある場合、下記の URL（電子申請システム） 

から提出すること。 

URL: https://logoform.jp/form/x4b6/1563260 

① 提出期限 

令和８年（２０２６年）５月２６日（火）正午必着 

※提出後は必ず電話で確認すること。 

② 質問への回答  

回答は随時電子メールで行う。 

なお、回答内容は熊本県のホームページで公開する。 

（令和８年（２０２６年）５月２９日（金）予定） 

(２) 参加表明 

下記の URL（電子申請システム）から申請すること。 

URL: https://logoform.jp/form/x4b6/1563178 

  ① 要添付書類 

   ア 会社概要の分かるパンフレット等 

イ 登記事項証明書（個人事業主の場合は本籍地の市町村からの身分証明書）  

１部 

※写し可、提出日前３か月以内に発行された現在事項証明書 

 ウ 直近一事業年度分の貸借対照表及び損益計算書 ※写し可 

エ 国税及び都道府県税の滞納がないことの証明書 

※写し可、提出日前３か月以内に発行された証明書  

(ア) 消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書  

(イ) 都道府県税に未納がないことの証明書  

・ 熊本県内に本店又は支店等がある場合は、各広域本部、各地域振興局

又は県自動車税事務所のいずれかで発行する熊本県税（全般）について

未納がない旨の証明書  

・ 熊本県内に本店又は支店等がない場合は、本店所在地の都道府県が発

行する都道府県税に未納がないという証明書（「都道府県税に未納がな



い」という証明書が発行されない場合は、法人住民税及び法人事業税・

地方法人特別税についての直近の事業年度分の納税証明書）    

※(ア)(イ)それぞれを提出すること。 

（補足）  

令和８年度（２０２６年度）熊本県の入札参加資格を有している者は、上記

イからエまでの書類を省略可能。 

② 提出期限 

令和８年（２０２６年）６月２日（火）正午必着 

(３) 提案書 

下記の URL（電子申請システム）から提出すること。 

URL: https://logoform.jp/form/x4b6/1563220 

① 提出書類  

ア 提案書（Ａ４横）（２０ページ以下） 

 別表「審査基準表」の提案書記載要求内容を参照の上、作成すること。 

 提案書は、PowerPoint などのプレゼン資料作成ソフトで作成して差し支え 

ない。ただし、提出時は PDF 形式に変換すること。 

イ 事業者の取組に関する申出書（様式第１号）  

  ※別表「審査基準表」５に記載の「評価項目・申出内容」に該当がない場 

合、提出不要。 

② 提出期限 

令和８年（２０２６年）６月９日（火）正午必着 

 

６ 受託者の選定方法  

以下のとおり提案者のプレゼンテーションによる審査を行い、最も高く評価された提

案者を受託候補者として選定する。 

日時や場所の詳細については、提案書記載の連絡先に電子メールで通知する。 

 （１）日時 令和８年（２０２６年）６月１１日（木）予定 

       プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分程度の合計３０分程度 

 （２）場所 熊本県庁内会議室（オンラインでの実施も可） 

 （３）審査方法 

    提案書に基づき、別表「審査基準表」により審査を行う。 

評価基準に基づき各委員が提案内容を審査し、提案者ごとに合計点を算出する。

各委員が算出した合計点を提案者ごとに集計し、その平均点により、優良提案者 

を選定する。 

ただし、最低点を５０点とし、５０点に満たない提案は選定から除外する。 

７ 契約 

（１）契約  

審査会で受託候補者として選定された者と県との協議により契約を締結する。た

だし、協議が整わない場合又は受託候補者が辞退した場合等は、審査会において次

点とされた提案者と協議のうえ、契約を締結する。  

（２) 契約保証金  

契約に当たっては、熊本県会計規則第７７条の規定により契約保証金を納付する

こと。 



なお、納付された契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに

還付する。ただし、熊本県会計規則第７８条に該当する場合、契約保証金は免除で

きる。  

 

８ 関係書類  

   関係様式等は、熊本県ホームページから入手すること。  

   ホームページアドレス  https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/26/267793.html 

 

９ その他 

(１) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。  

(２) 一度提出のあった書類については、原則として差し替えを認めない。 

(３) 提出された提案書は、業務関係資料の保存のため、返却しない。また、不採用と

なった提案者の企画は一切転用しない。 

(４) 提案書の作成、提出及び選考に要する一切の費用は、提出者の負担とする。  

(５) 受託者の選定のため、提出された提案書の写しを作成し、使用することがある。  

(６) 提出された提案書は、熊本県情報公開条例（平成１２年９月２７日条例第６５号）

に基づき公開することがある。 

(７) 提案に際しては、業務委託先として採用されないこともある点に十分留意し、関

係者とトラブルがないようにすること。 

(８) 次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。  

ア 関係書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき。 

イ 関係書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

ウ 関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

エ その他、協議の結果、審査を行うに当たって不適当と認められるとき。  

(９) 審査で最高位の評価を受けた者であっても、参加資格を満たしていない場合は、

契約締結しないこととする。（この場合、次順位の者と契約交渉を行うものとする。） 

(10) 審査で最高位の評価を受けた者を受託者として選定した後に、提案内容を適切に

反映した仕様書を作成するために、その者に対して業務の具体的な実施方法につい

て提案を求めることがある。 

(11) 参加者が１者のみであった場合でも、本プロポーザルでの選定は実施する。 

(12) 参加表明手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、

下記の URL（電子申請システム）から届出すること。 

  URL: https://logoform.jp/form/x4b6/1563244 

 

10 問い合わせ先  

〒862-8570 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号  

熊本県企画振興部デジタル改革推進局 

デジタル戦略推進課 地域デジタル化推進班 竹内、錦戸 

   TEL：096-333-2145 

E-Mail：takeuchi-m-dc@pref.kumamoto.lg.jp 

 

 

 

 


